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若
者
が
悪
質
商
法
の
被
害
に
遭
っ
て
い
ま
す

〜
SNS
で
誘
わ
れ
て
…
も
し
か
し
て
悪
質
商
法
か
も
〜

　

消
費
者
被
害
は
自
分
に
は
関
係
な
い
と
思
っ

て
い
ま
せ
ん
か
？
最
近
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
悪
用

し
て
近
づ
き
、
親
し
く
な
っ
た
と
思
い
込
ま
せ

て
高
額
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
を
迫
る
手

口
が
増
え
て
い
ま
す
。
悪
質
商
法
な
ど
の
ト
ラ

ブ
ル
は
身
近
に
潜
み
、
誰
も
が
被
害
に
遭
う
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
被
害
に
遭
っ
て
も
、
恥
ず

か
し
が
っ
た
り
、
自
分
に
落
ち
度
が
あ
る
と
感

じ
て
、
相
談
せ
ず
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
人
も

多
い
よ
う
で
す
。
困
っ
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
、

す
ぐ
お
近
く
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

事
例　

若
者
を
狙
う
こ
ん
な
手
口
に
注
意

●
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
知
り
合
っ
た
人
に
、「
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
に
な
る
」「
将
来
成
功
で
き
る
」
な
ど
オ
ン

ラ
イ
ン
サ
ロ
ン
の
入
会
を
勧
め
ら
れ
、
高
額
な

契
約
を
さ
せ
ら
れ
る
。

●
先
輩
か
ら
「
簡
単
に
も
う
か
る
」
と
投
資
の

ノ
ウ
ハ
ウ
が
入
っ
た
Ｕ
Ｓ
Ｂ
教
材
の
購
入
を
勧

め
ら
れ
る
。
友
人
を
誘
え
ば
紹
介
料
も
入
る
と

言
わ
れ
、学
生
ロ
ー
ン
で
借
り
て
契
約
す
る
が
、

全
く
も
う
か
ら
ず
、
借
金
だ
け
が
残
る
。

取
組　

毎
月
１
月
か
ら
３
月
は
、
若
者
向
け
悪

質
商
法
被
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
で
す
。

相
談
先

(

局
番
な
し)

１
８
８

※
お
近
く
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
に
つ
な
が
り
ま
す
。

問　

産
業
観
光
課
商
工
観
光
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
０
１

リ
サ
イ
ク
ル
情
報
交
換
コ
ー
ナ
ー

ゆ
ず
り
ま
す

・
囲
碁
セ
ッ
ト（
木
製
二
つ
折
り
盤
、木
製
碁
石
入
れ
有
）

・
中
型
犬
用
ベ
ッ
ト
（
未
使
用
品
・
ピ
ン
ク
色
）

■
利
用
し
た
い
方
は
、
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係
へ

　

１
月
４
日
以
降
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
掲
載

　

品
は
、持
ち
主
と
直
接
交
渉
い
た
だ
き
ま
す
。

※
品
物
の
や
り
取
り
な
ど
に
関
し
町
は
一
切
責

　

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

問　

生
活
安
全
安
心
課
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係

　
　

☎
042(

588)

５
０
６
８

ト
化
施
設
周
辺
の
空
間
放
射
線
量
の
測
定
を

行
っ
て
い
ま
す
。

11
月
１
日
〜
26
日
に
行
っ
た
調
査
結
果
は
、

全
て
の
調
査
で
基
準
値
以
下
で
し
た
。

　

な
お
、
測
定
し
た
数
値
は
、
企
画
財
政
課
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問　

企
画
財
政
課
企
画
係  

☎
042(

588)

４
１
１
７

控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
控
除

　

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
し
て
い
る
方
へ

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
発
行
し
ま

す(

申
請
が
必
要
で
す)

○
65
歳
以
上
の
方

○
要
介
護(

１
〜
５)

認
定
さ
れ
て
い
る
方

○
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い
方

○
障
が
い
者
控
除
対
象
者
、
も
し
く
は
対
象
者

　

を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税
さ
れ
て
い
る

※
住
所
地
特
例
の
方
は
申
請
受
付
窓
口
が
保
険

者(

他
区
市
町
村)

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

寝
た
き
り
の
方
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

傷
病
に
よ
り
お
お
む
ね
６
カ
月
以
上
寝
た
き

り
で
あ
り
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
方
の

お
む
つ
代
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る
た

め
の
直
接
必
要
な
費
用
と
し
て
、
医
療
費
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
申
告
に
は
医
師
の
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用

　

認
定
証
」
と
お
む
つ
代
の
領
収
証
が
必
要
で

　

す
。
２
年
目
以
降
で
、
介
護
認
定
さ
れ
て
い

　

る
方
は
、主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
、

　

町
よ
り
「
主
治
医
意
見
書
の
確
認
書
」
を
発

　

行
し
ま
す(

申
請
が
必
要
で
す)

居
宅
サ
ー
ビ
ス
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

　
　
　
　
　
　

対
価
の
医
療
費
控
除

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
金
は
、
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
や
金
額
に

ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
税
務
課
住
民
税

係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度  
地
籍
調
査
成
果
の
閲
覧

　

令
和
２
年
度
に
実
施
し
た
大
久
野
字
長
井
地

区
の
調
査
成
果
の
閲
覧
を
行
い
ま
す
。

日
時　

１
月
12
日
(水)
〜
31
日
(月)
の
平
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時(

正
午
〜
午
後
１
時
除
く)

場
所　

役
場
２
階
ま
ち
づ
く
り
課

問　

ま
ち
づ
く
り
課
都
市
計
画
係

　
　

☎
042(

588)

５
１
１
４

循
環
組
合
の
焼
却
灰
の
放
射
性
物
質
測
定
結
果

　

東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組
合
は
、
日
の
出

町
内
の
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
施
設
へ
搬
入
す
る
焼

却
灰
（
主
灰
・
飛
灰
・
飛
灰
固
化
物
）
の
放
射

性
物
質
濃
度
、
二
ツ
塚
処
分
場
と
エ
コ
セ
メ
ン

１
月
の
夜
間
・
休
日
の
納
税
窓
口
開
設
日

夜
間　

１
月
20
日
(木)　

午
後
７
時
30
分
ま
で

休
日　

１
月
22
日
(土)
、
23
日
(日)

　
　
　

午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で

証
明
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問　

税
務
課
納
税
係  

☎
042(

588)

４
１
０
７

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
au
PAY
（
請
求

書
支
払
い
）
支
払
金
額
上
限
引
き
上
げ

au
PAY
（
請
求
書
支
払
い
）
の
支
払
金
額
上

限
が
、25
万
円
か
ら
30
万
円
に
上
が
り
ま
し
た
。

問　

税
務
課
納
税
係  

☎
042(

588)

４
１
０
７

介
護
保
険
と
申
告

　

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
や
保
険
料
な
ど

は
、
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
に
、
所
得

税

金

保
険
・
年
金

環
境
・
ま
ち
づ
く
り
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※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
に
よ
り
補
て
ん

　

さ
れ
た
分
は
差
し
引
い
て
計
算
す
る
必
要
が

　

あ
り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除

　

介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
と
同
様
に

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

■
特
別
徴
収
の
方

　

日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
送
ら
れ
る
源
泉
徴

収
票
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収
の
方

　

税
務
課
納
税
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
告
で
き
る
方
は
実
際
に
保
険
料
を
納
め
た

　

方
で
す
。

問　

い
き
い
き
健
康
課
介
護
保
険
係

　
　

☎
042(

588)

５
４
１
０

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
は
年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
年
金

の
ほ
か
、障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。

　

障
害
年
金
は
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た

と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。

　

遺
族
年
金
は
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ

の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺

族
（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
や
「
子
」）
が
受
け

取
れ
ま
す
。

国
民
年
金
の
お
支
払
い

■
国
民
年
金
の
保
険
料

令
和
３
年
度
の
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の

１
か
月
あ
た
り
の
保
険
料
は
、１
万
６
千
610
円
で
す
。

■
付
加
年
金
制
度

　

定
額
保
険
料
（
１
万
６
千
610
円
）
に
月
額
400

円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
加
算
さ

れ
、
年
金
額
を
多
く
受
け
取
れ
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
は
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期

間
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保
険

料
を
後
か
ら
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
追
納
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
青
梅
年

金
事
務
所
国
民
年
金
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

年
金
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
の
専
門
家
に
よ
る
予
約
制
の
個
別
相
談

で
す
。
年
金
の
気
に
な
る
こ
と
や
不
安
な
こ
と

な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

１
月
27
日
(木)
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く
）

　
　
　

※
相
談
時
間
は
、
お
お
む
ね
30
分
以
内

場
所　

役
場
１
階　

多
目
的
室
北

持
物　

相
談
に
関
す
る
書
類
な
ど

申
込　

町
民
課
保
険
年
金
係
へ
電
話

問　

町
民
課
保
険
年
金
係

　
　

☎
042
（
588
）
４
１
１
０

　

な
お
、
委
託
事
業
者
の
訪
問
員
が
現
金
を
お

預
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

不
審
な
点
を
感
じ
た
ら
、
で
き
る
だ
け
一
人

で
対
応
せ
ず
、
相
手
の
名
前
や
所
属
、
用
件
を

聞
い
て
、
メ
モ
を
控
え
て
家
族
等
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

　

怪
し
い
な
と
感
じ
た
ら
、
口
座
番
号
等
の
個

人
情
報
を
話
し
た
り
、
現
金
を
支
払
っ
た
り
、

振
り
込
み
し
た
り
せ
ず
に
、
お
近
く
の
年
金
事

務
所
ま
た
は
警
察
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

国
民
年
金
の
制
度

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、
病
気
や

事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働
き
手

が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
働
い
て
い
る
世
代
み

ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕

組
み
で
す
。

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
加
入
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
20
歳
に
な
る
と
日

本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ

が
届
き
ま
す
。

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、
年
金

の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
証
さ
れ
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た

不
審
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

全
国
各
地
で
「
日
本
年
金
機
構
」
や
「
社
会

保
険
庁
」
も
し
く
は
「
厚
生
労
働
省
」
な
ど
の

職
員
と
称
し
て
現
金
を
詐
取
す
る
、
銀
行
口
座

番
号
や
家
族
構
成
、
預
貯
金
額
を
聞
く
な
ど
、

不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ
た
と
い
う
お
問
い

合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
関
係
の
書
類
を
配
達
で
き
な
い

な
ど
と
言
っ
て
、
運
送
会
社
を
名
乗
り
、
職
業

や
会
社
名
な
ど
の
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
す
る

電
話
が
あ
っ
た
と
い
う
お
問
い
合
わ
せ
も
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
職
員
及
び
委
託
事
業
者
が
訪

問
す
る
際
は
、
必
ず
写
真
付
身
分
証
明
書
を
携

行
し
、
お
客
様
に
提
示
い
た
し
ま
す
。

消
費
生
活
展
を
開
催
し
ま
す
！

　

〜
知
恵
と
工
夫
で
く
ら
し
に
笑
顔
を
〜

　

近
年
、
高
齢
者
や
若
者
を
狙
っ
た
悪
質
な
消

費
者
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
被
害
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
の
「
ち
ょ
こ
っ
と
豆
知
識
」

や
、最
近
よ
く
耳
に
す
る
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
や
「
エ

シ
カ
ル
消
費
」
な
ど
、
普
段
の
生
活
に
役
立
つ

情
報
を
パ
ネ
ル
で
わ
か
り
や
す
く
展
示
し

ま
す
。

日
時　

１
月
20
日
(木)
〜
27
日
(木)

場
所　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
日
の
出
メ
イ
ン
コ
ー
ト

問　

産
業
観
光
課
商
工
観
光
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
０
１

催

し


